
＜改正前＞

○ 労災認定した場合の給付額を事業場ごとの賃金を基に決定。

○ 労災認定する際の業務上の負荷を事業場ごとに判断

＜主な改正内容＞

〇 複数の事業主に雇用される労働者の場合に、
① 非災害発生事業場の賃金額も合算して労災保険給付を算定
② 複数就業者の就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定を行う。

〇 上記改正については、労働保険徴収法に規定する労災保険のメリット制（個別の事業場の災害の多寡に応じ、労
災保険料率を増減させる制度）には影響させない。

（例）

就業先A
20万円/月

15万円/月
就業先B
15万円/月

事故

（改正後）
35万円で保険給付を算定

〇非災害発生事業場の賃金額を合算

第１週

第２週

第３週

第４週

40時間

40時間

40時間

40時間

25時間

25時間

25時間

25時間

〇業務上の負荷を総合的に評価

※ 脳・心臓疾患の認定基準（抄）
発症前１か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できる。

就業先Ａ 就業先B

（改正前）
15万円で保険給付を算定

（改正前）労災認定されず

（改正後）労災認定される

雇用保険法等の一部を改正する法律の概要（労災保険法、労働保険徴収法関係）

＜改正の趣旨＞

多様な働き方を選択する者やパート労働者等で複数就業している者が増加している実状を踏まえ、セーフティネット
としての機能を果たしている労災保険制度の見直しを行い、複数事業労働者が安心して働くことができるような環境
を整備する。

資料５



令和元年 12 月 23 日労働政策審議会労災保険部会建議 

 

複数就業者に係る労災保険給付等について（報告）（抄） 

 

１ （略） 

 

２ 複数就業者の認定の基礎となる負荷について 

 ※ それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認め

られない場合 

 

（１）見直しの方向について 

  複数就業者について、それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との

間に因果関係が認められないものの、複数就業先での業務上の負荷を総合し

て評価することにより疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労

災保険給付を行うことが適当である。この場合、それぞれの就業先の負荷のみ

では業務と疾病等との間に因果関係が認められないことから、いずれの就業

先も労働基準法上の災害補償責任を負わないものである。 

なお、一の就業先における業務上の負荷によって労災認定できる場合は、現

行と同様、当該就業先における労働災害と整理することとし、当該就業先に災

害補償責任があり、他の就業先は災害補償責任を負わないとすることが適当で

ある。 

 

（２）認定方法について 

複数就業先の業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合について

も、労働者への過重負荷について定めた現行の認定基準の枠組みにより対応す

ることが適当である。ただし、脳・心臓疾患、精神障害等の認定基準について

は、医学等の専門家の意見を聴いて、運用を開始することにも留意することが

適当である。 

また、現行、脳・心臓疾患や精神障害の労災認定に当たっては、複数就業先

での過重負荷又は心理的負荷があったことの申立があった場合、労働基準監督

署が複数の就業先での労働時間や具体的出来事を調査している。このため、そ

れぞれの就業先での業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合であ

っても、このプロセスは維持することが適当である。 

 

（３）・（４） （略） 

 

３・４ （略） 

 



1

専門医への複数就業者の労災認定に係る聴取内容

聴取した専門医

氏名：黒木宣夫先生

（略歴）
昭和51年 東邦大学医学部卒業、昭和60年 愛誠病院精神科医長､ 昭和62年 東京労災病院精神神経
科部長等を経て平成3年 東邦大学医療センター佐倉病院精神神経医学研究室准教授、19年より同研究
室教授、24年より同病院副院長、28年3月退職し、同年4月より東邦大学名誉教授、勝田台ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ
院長

（役職）
日本産業精神保健学会理事長 日本精神科産業医協会共同代表理事
日本職業災害学会評議員 千葉県産業メンタルヘルス研究会会長
東京労働局地方労災医員 地方公務員災害補償基金専門医
労災補償指導医

聴取内容

○ 単一・複数の就業先にかかわらず、それぞれの出来事の心理的負荷は、客観的な心理的負荷評価表の
基準に照らし合わせて慎重に判断する必要があり、その上で、当人がどんな状況に追い込まれたかを検
討する必要がある。

○ 主たる事業場と副業の事業場があった場合、個別の事例ごとに判断する必要があるが、心理的負荷の
強度としては、単一事業場で受けた場合と複数就業先で受けた場合とで異なるということはない。

第80回労災保険部会資料
(令和元年11月15日開催)
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○

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

保
険
関
係
の
成
立
及
び
消
滅
（
第
六
条
）

第
二
章

保
険
関
係
の
成
立
及
び
消
滅
（
第
六
条
）

第
三
章

保
険
給
付

第
三
章

保
険
給
付

第
一
節

通
則
（
第
七
条
―
第
十
二
条
の
七
）

第
一
節

通
則
（
第
七
条
―
第
十
二
条
の
七
）

第
二
節

業
務
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
（
第
十
二
条
の
八
―
第
二
十
条
）

第
二
節

業
務
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
（
第
十
二
条
の
八
―
第
二
十
条
）

第
二
節
の
二

複
数
業
務
要
因
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
（
第
二
十
条
の
二
―

（
新
設
）

第
二
十
条
の
十
）

第
三
節

通
勤
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
五
条
）

第
三
節

通
勤
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
五
条
）

第
四
節

二
次
健
康
診
断
等
給
付
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

第
四
節

二
次
健
康
診
断
等
給
付
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

第
三
章
の
二

社
会
復
帰
促
進
等
事
業
（
第
二
十
九
条
）

第
三
章
の
二

社
会
復
帰
促
進
等
事
業
（
第
二
十
九
条
）

第
四
章

費
用
の
負
担
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

第
四
章

費
用
の
負
担
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

第
四
章
の
二

特
別
加
入
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条
）

第
四
章
の
二

特
別
加
入
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条
）

第
五
章

不
服
申
立
て
及
び
訴
訟
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
一
条
）

第
五
章

不
服
申
立
て
及
び
訴
訟
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
一
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
五
十
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
五
十
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
五
十
一
条
―
第
五
十
四
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
五
十
一
条
―
第
五
十
四
条
）

附
則

附
則
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第
一
条

労
働
者
災
害
補
償
保
険
は
、
業
務
上
の
事
由
、
事
業
主
が
同
一
人
で
な
い

第
一
条

労
働
者
災
害
補
償
保
険
は
、
業
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
労
働
者
の

二
以
上
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
（
以
下
「
複
数
事
業
労
働
者
」
と
い
う
。

負
傷
、
疾
病
、
障
害
、
死
亡
等
に
対
し
て
迅
速
か
つ
公
正
な
保
護
を
す
る
た
め
、

）
の
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
す
る
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
労
働
者
の
負

必
要
な
保
険
給
付
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
、
業
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷

傷
、
疾
病
、
障
害
、
死
亡
等
に
対
し
て
迅
速
か
つ
公
正
な
保
護
を
す
る
た
め
、
必

し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
労
働
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
、
当
該
労
働
者
及
び
そ

要
な
保
険
給
付
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
、
業
務
上
の
事
由
、
複
数
事
業
労
働
者
の
二

の
遺
族
の
援
護
、
労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
の
確
保
等
を
図
り
、
も
つ
て
労
働
者

以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
す
る
事
由
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
又
は
疾
病

の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

に
か
か
つ
た
労
働
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
、
当
該
労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
の
援
護

、
労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
の
確
保
等
を
図
り
、
も
つ
て
労
働
者
の
福
祉
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
の
二

労
働
者
災
害
補
償
保
険
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
業

第
二
条
の
二

労
働
者
災
害
補
償
保
険
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
業

務
上
の
事
由
、
複
数
事
業
労
働
者
の
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
す
る
事
由

務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
労
働
者
の
負
傷
、
疾
病
、
障
害
、
死
亡
等
に
関
し

又
は
通
勤
に
よ
る
労
働
者
の
負
傷
、
疾
病
、
障
害
、
死
亡
等
に
関
し
て
保
険
給
付

て
保
険
給
付
を
行
う
ほ
か
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

を
行
う
ほ
か
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条

こ
の
法
律
に
よ
る
保
険
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
保
険
給
付
と
す
る
。

第
七
条

こ
の
法
律
に
よ
る
保
険
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
保
険
給
付
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

複
数
事
業
労
働
者
（
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

（
新
設
）

の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
す
る
負
傷
、

疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
（
以
下
「
複
数
業
務
要
因
災
害
」
と
い
う
。
）
に
関
す

る
保
険
給
付
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

三
・
四

（
略
）

二
・
三

（
略
）

②

前
項
第
三
号
の
通
勤
と
は
、
労
働
者
が
、
就
業
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
移
動
を

②

前
項
第
二
号
の
通
勤
と
は
、
労
働
者
が
、
就
業
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
移
動
を
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、
合
理
的
な
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
い
い
、
業
務
の
性
質
を
有
す
る

、
合
理
的
な
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
い
い
、
業
務
の
性
質
を
有
す
る

も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

③

労
働
者
が
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
移
動
の
経
路
を
逸
脱
し
、
又
は
同
項
各
号
に

③

労
働
者
が
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
移
動
の
経
路
を
逸
脱
し
、
又
は
同
項
各
号
に

掲
げ
る
移
動
を
中
断
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
逸
脱
又
は
中
断
の
間
及
び
そ

掲
げ
る
移
動
を
中
断
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
逸
脱
又
は
中
断
の
間
及
び
そ

の
後
の
同
項
各
号
に
掲
げ
る
移
動
は
、
第
一
項
第
三
号
の
通
勤
と
し
な
い
。
た
だ

の
後
の
同
項
各
号
に
掲
げ
る
移
動
は
、
第
一
項
第
二
号
の
通
勤
と
し
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
逸
脱
又
は
中
断
が
、
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省

し
、
当
該
逸
脱
又
は
中
断
が
、
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
を
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
行
う
た
め
の
最
小
限
度
の
も
の

令
で
定
め
る
も
の
を
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
行
う
た
め
の
最
小
限
度
の
も
の

で
あ
る
場
合
は
、
当
該
逸
脱
又
は
中
断
の
間
を
除
き
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
あ
る
場
合
は
、
当
該
逸
脱
又
は
中
断
の
間
を
除
き
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
条

給
付
基
礎
日
額
は
、
労
働
基
準
法
第
十
二
条
の
平
均
賃
金
に
相
当
す
る
額

第
八
条

給
付
基
礎
日
額
は
、
労
働
基
準
法
第
十
二
条
の
平
均
賃
金
に
相
当
す
る
額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
平
均
賃
金
を
算
定
す
べ
き
事
由

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
平
均
賃
金
を
算
定
す
べ
き
事
由

の
発
生
し
た
日
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
負
傷
若

の
発
生
し
た
日
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
負
傷
若
し
く

し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
同
項
第
一

は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
同
項
第
一
号
及

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
（
以
下
「
算
定
事

び
第
二
号
に
規
定
す
る
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
（
以
下
「
算
定
事
由
発
生
日

由
発
生
日
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）

③

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
複
数
事
業
労
働
者
の
業
務
上
の
事
由
、
複
数

（
新
設
）

事
業
労
働
者
の
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
す
る
事
由
又
は
複
数
事
業
労
働

者
の
通
勤
に
よ
る
負
傷
、
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
よ
り
、
当
該
複
数
事
業
労
働

者
、
そ
の
遺
族
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
対
し
て
保
険
給
付
を
行
う

場
合
に
お
け
る
給
付
基
礎
日
額
は
、
前
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
複
数

事
業
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
ご
と
に
算
定
し
た
給
付
基
礎
日
額
に
相
当
す
る
額
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を
合
算
し
た
額
を
基
礎
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
政

府
が
算
定
す
る
額
と
す
る
。

第
八
条
の
二

休
業
補
償
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
又
は
休
業
給
付
（
以

第
八
条
の
二

休
業
補
償
給
付
又
は
休
業
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
業
補

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
業
補
償
給
付
等
」
と
い
う
。
）
の
額
の
算
定
の
基
礎
と

償
給
付
等
」
と
い
う
。
）
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
用
い
る
給
付
基
礎
日
額
（

し
て
用
い
る
給
付
基
礎
日
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
業
給
付
基
礎
日
額
」

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
業
給
付
基
礎
日
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
月
か
ら
三
月
ま
で
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で
、
七
月
か
ら
九
月
ま
で
及
び
十

二

一
月
か
ら
三
月
ま
で
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で
、
七
月
か
ら
九
月
ま
で
及
び
十

月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
各
区
分
に
よ
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
二
条

月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
各
区
分
に
よ
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
四
半

第
二
項
に
お
い
て
「
四
半
期
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
平
均
給
与
額
（
厚
生
労
働

期
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
平
均
給
与
額
（
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
作
成
す
る
毎

省
に
お
い
て
作
成
す
る
毎
月
勤
労
統
計
に
お
け
る
毎
月
き
ま
つ
て
支
給
す
る
給

月
勤
労
統
計
に
お
け
る
毎
月
き
ま
つ
て
支
給
す
る
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
厚

与
の
額
を
基
礎
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
労

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
労
働
者
一
人
当
た
り
の
給
与

働
者
一
人
当
た
り
の
給
与
の
一
箇
月
平
均
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

の
一
箇
月
平
均
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
算
定
事
由

同
じ
。
）
が
、
算
定
事
由
発
生
日
の
属
す
る
四
半
期
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り

発
生
日
の
属
す
る
四
半
期
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の

算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
改
定
日
額
」
と
い
う
。
）
を
休
業
給

号
に
お
い
て
「
改
定
日
額
」
と
い
う
。
）
を
休
業
給
付
基
礎
日
額
と
す
る
こ
と

付
基
礎
日
額
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
改
定
日
額

と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
改
定
日
額
を
休
業
補
償
給
付
等
の
額

を
休
業
補
償
給
付
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
用
い
る
べ
き
最
初
の
四
半
期

の
算
定
の
基
礎
と
し
て
用
い
る
べ
き
最
初
の
四
半
期
の
前
々
四
半
期
）
の
平
均

の
前
々
四
半
期
）
の
平
均
給
与
額
の
百
分
の
百
十
を
超
え
、
又
は
百
分
の
九
十

給
与
額
の
百
分
の
百
十
を
超
え
、
又
は
百
分
の
九
十
を
下
る
に
至
つ
た
場
合
に

を
下
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
上
昇
し
、
又
は
低
下
す
る
に
至
つ
た

お
い
て
、
そ
の
上
昇
し
、
又
は
低
下
す
る
に
至
つ
た
四
半
期
の
翌
々
四
半
期
に

四
半
期
の
翌
々
四
半
期
に
属
す
る
最
初
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ

属
す
る
最
初
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
給
付
等
に
つ

た
休
業
補
償
給
付
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
昇
し
、
又
は
低
下
し
た
比
率
を
基

い
て
は
、
そ
の
上
昇
し
、
又
は
低
下
し
た
比
率
を
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

準
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率
を
前
条
の
規
定
に
よ
り
給
付
基
礎
日
額

が
定
め
る
率
を
前
条
の
規
定
に
よ
り
給
付
基
礎
日
額
と
し
て
算
定
し
た
額
（
改
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と
し
て
算
定
し
た
額
（
改
定
日
額
を
休
業
給
付
基
礎
日
額
と
す
る
こ
と
と
さ
れ

定
日
額
を
休
業
給
付
基
礎
日
額
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は

て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
改
定
日
額
）
に
乗
じ
て
得
た
額
を
休
業
給
付

、
当
該
改
定
日
額
）
に
乗
じ
て
得
た
額
を
休
業
給
付
基
礎
日
額
と
す
る
。

基
礎
日
額
と
す
る
。

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

第
八
条
の
三

（
略
）

第
八
条
の
三

（
略
）

②

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
年
金
給
付
基
礎
日
額
に
つ
い
て
準

②

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
年
金
給
付
基
礎
日
額
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
休
業
補
償
給
付
等
を
支
給
す

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条

べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
が
当
該
休
業
補
償
給
付
等
に
係
る
療
養
を
開
始
し
た
日
か

第
一
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
休
業
補
償
給
付
等
」
と
あ
る
の
は
「
年
金
た
る

ら
起
算
し
て
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
以
後
の
日
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
年

保
険
給
付
」
と
、
「
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
す
べ

金
た
る
保
険
給
付
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
あ
る
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「

き
月
」
と
、
「
四
半
期
の
初
日
（
次
号
」
と
あ
る
の
は
「
年
度
の
八
月
一
日
（
当

次
条
第
一
項
」
と
、
「
休
業
給
付
基
礎
日
額
」
と
あ
る
の
は
「
年
金
給
付
基
礎
日

該
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
月
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
の

額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
休
業
補
償
給
付
等
」
と
あ
る
の
は
「
年
金
た
る
保
険

前
年
度
の
八
月
一
日
。
以
下
こ
の
項
」
と
、
「
年
齢
の
」
と
あ
る
の
は
「
年
齢
（

給
付
」
と
、
「
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
す
べ
き
月

遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
年
金
を
支
給
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
支
給
を

」
と
、
「
四
半
期
の
初
日
（
次
号
」
と
あ
る
の
は
「
年
度
の
八
月
一
日
（
当
該
月

す
べ
き
事
由
に
係
る
労
働
者
の
死
亡
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
場
合
に

が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
月
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
の
前
年

得
ら
れ
る
当
該
労
働
者
の
基
準
日
に
お
け
る
年
齢
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

度
の
八
月
一
日
。
以
下
こ
の
項
」
と
、
「
年
齢
の
」
と
あ
る
の
は
「
年
齢
（
遺
族

」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
休
業
補
償
給
付
等
」
と
あ
る
の
は
「
年
金
た
る
保
険
給

補
償
年
金
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
又
は
遺
族
年
金
を
支
給
す
べ
き
場
合
に

付
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

あ
つ
て
は
、
当
該
支
給
を
す
べ
き
事
由
に
係
る
労
働
者
の
死
亡
が
な
か
つ
た
も
の

と
し
て
計
算
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
当
該
労
働
者
の
基
準
日
に
お
け
る
年
齢
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
休
業
補
償
給
付
等
」
と
あ
る

の
は
「
年
金
た
る
保
険
給
付
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
八
条
の
四

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
障
害
補
償
一
時
金
若
し
く
は
遺
族
補
償
一

第
八
条
の
四

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
障
害
補
償
一
時
金
若
し
く
は
遺
族
補
償
一

時
金
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
一
時
金
若
し
く
は
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
一
時
金

時
金
又
は
障
害
一
時
金
若
し
く
は
遺
族
一
時
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
用
い

又
は
障
害
一
時
金
若
し
く
は
遺
族
一
時
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
用
い
る
給

る
給
付
基
礎
日
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
の
分

付
基
礎
日
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
の
分
と
し

と
し
て
支
給
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
」
と
、
「
支

て
支
給
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
」
と
、
「
支
給
す

給
す
べ
き
月
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
」
と
読
み
替
え
る

べ
き
月
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の

も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

第
十
一
条

こ
の
法
律
に
基
づ
く
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し

第
十
一
条

こ
の
法
律
に
基
づ
く
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
死
亡
し
た
者
に
支
給
す
べ
き
保
険
給
付
で
ま
だ
そ
の
者

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
死
亡
し
た
者
に
支
給
す
べ
き
保
険
給
付
で
ま
だ
そ
の
者

に
支
給
し
な
か
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を

に
支
給
し
な
か
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を

し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以
下

し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
の
死

同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
の
死

亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
も
の
（
遺
族
補
償
年
金
に
つ
い
て

亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
も
の
（
遺
族
補
償
年
金
に
つ
い
て

は
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
遺
族
、
複
数
事
業
労
働
者

は
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
遺
族
、
遺
族
年
金
に
つ
い

遺
族
年
金
に
つ
い
て
は
当
該
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

て
は
当
該
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
遺
族
）
は
、
自
己
の
名
で
、

る
他
の
遺
族
、
遺
族
年
金
に
つ
い
て
は
当
該
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

そ
の
未
支
給
の
保
険
給
付
の
支
給
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
の
遺
族
）
は
、
自
己
の
名
で
、
そ
の
未
支
給
の
保
険
給
付
の
支
給
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）

③

未
支
給
の
保
険
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
順
位
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
順
序

③

未
支
給
の
保
険
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
順
位
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
順
序

（
遺
族
補
償
年
金
に
つ
い
て
は
第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
、
複
数
事
業
労
働
者
遺

（
遺
族
補
償
年
金
に
つ
い
て
は
第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
、
遺
族
年
金
に
つ
い
て

族
年
金
に
つ
い
て
は
第
二
十
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
二

は
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
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第
三
項
に
、
遺
族
年
金
に
つ
い
て
は
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

す
る
順
序
）
に
よ
る
。

る
第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
順
序
）
に
よ
る
。

④

（
略
）

④

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

②

同
一
の
業
務
上
の
事
由
、
複
数
事
業
労
働
者
の
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因

②

同
一
の
業
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
（
以
下
こ
の
条
に
お

と
す
る
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
同
一

い
て
「
同
一
の
傷
病
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
年
金
た
る
保
険
給
付
（
遺
族
補
償

の
傷
病
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
年
金
た
る
保
険
給
付
（
遺
族
補
償
年
金
、
複
数

年
金
及
び
遺
族
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
乙
年
金
」
と
い
う
。
）

事
業
労
働
者
遺
族
年
金
及
び
遺
族
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
乙
年

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
労
働
者
が
他
の
年
金
た
る
保
険
給
付
（
遺
族
補
償
年
金

金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
労
働
者
が
他
の
年
金
た
る
保
険
給
付

及
び
遺
族
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
甲
年
金
」
と
い
う
。
）
を
受

（
遺
族
補
償
年
金
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
及
び
遺
族
年
金
を
除
く
。
以
下

け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
乙
年
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た

こ
の
項
に
お
い
て
「
甲
年
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
消
滅
し
た
月
の
翌
月
以
後
の
分
と
し
て
乙
年
金
が
支
払
わ

り
、
か
つ
、
乙
年
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
消
滅
し

れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
わ
れ
た
乙
年
金
は
、
甲
年
金
の
内
払
と
み
な
す
。
同
一

た
月
の
翌
月
以
後
の
分
と
し
て
乙
年
金
が
支
払
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
わ
れ

の
傷
病
に
関
し
、
年
金
た
る
保
険
給
付
（
遺
族
補
償
年
金
及
び
遺
族
年
金
を
除
く

た
乙
年
金
は
、
甲
年
金
の
内
払
と
み
な
す
。
同
一
の
傷
病
に
関
し
、
年
金
た
る
保

。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
労
働
者
が
休
業
補
償
給
付
若
し
く
は
休
業
給
付
又

険
給
付
（
遺
族
補
償
年
金
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
及
び
遺
族
年
金
を
除
く

は
障
害
補
償
一
時
金
若
し
く
は
障
害
一
時
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な

。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
労
働
者
が
休
業
補
償
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
休

り
、
か
つ
、
当
該
年
金
た
る
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い

業
給
付
若
し
く
は
休
業
給
付
又
は
障
害
補
償
一
時
金
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
一

て
、
そ
の
消
滅
し
た
月
の
翌
月
以
後
の
分
と
し
て
当
該
年
金
た
る
保
険
給
付
が
支

時
金
若
し
く
は
障
害
一
時
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
当

払
わ
れ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

該
年
金
た
る
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
消
滅

し
た
月
の
翌
月
以
後
の
分
と
し
て
当
該
年
金
た
る
保
険
給
付
が
支
払
わ
れ
た
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。

③

同
一
の
傷
病
に
関
し
、
休
業
補
償
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
又
は
休

③

同
一
の
傷
病
に
関
し
、
休
業
補
償
給
付
又
は
休
業
給
付
を
受
け
て
い
る
労
働
者
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業
給
付
を
受
け
て
い
る
労
働
者
が
障
害
補
償
給
付
若
し
く
は
傷
病
補
償
年
金
、
複

が
障
害
補
償
給
付
若
し
く
は
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
給
付
若
し
く
は
傷
病
年
金

数
事
業
労
働
者
障
害
給
付
若
し
く
は
複
数
事
業
労
働
者
傷
病
年
金
又
は
障
害
給
付

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
休
業
補
償
給
付
又
は
休
業
給
付

若
し
く
は
傷
病
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
休
業
補
償

を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
も
休
業
補
償
給
付
又
は
休

給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
又
は
休
業
給
付
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
つ
た

業
給
付
が
支
払
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
わ
れ
た
休
業
補
償
給
付
又
は
休
業
給

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
も
休
業
補
償
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
又
は

付
は
、
当
該
障
害
補
償
給
付
若
し
く
は
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
給
付
若
し
く
は

休
業
給
付
が
支
払
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
わ
れ
た
休
業
補
償
給
付
、
複
数
事

傷
病
年
金
の
内
払
と
み
な
す
。

業
労
働
者
休
業
給
付
又
は
休
業
給
付
は
、
当
該
障
害
補
償
給
付
若
し
く
は
傷
病
補

償
年
金
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
給
付
若
し
く
は
複
数
事
業
労
働
者
傷
病
年
金
又

は
障
害
給
付
若
し
く
は
傷
病
年
金
の
内
払
と
み
な
す
。

第
十
四
条

休
業
補
償
給
付
は
、
労
働
者
が
業
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
療
養

第
十
四
条

休
業
補
償
給
付
は
、
労
働
者
が
業
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
療
養

の
た
め
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
賃
金
を
受
け
な
い
日
の
第
四
日
目
か

の
た
め
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
賃
金
を
受
け
な
い
日
の
第
四
日
目
か

ら
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
日
に
つ
き
給
付
基
礎
日
額
の
百
分
の
六

ら
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
日
に
つ
き
給
付
基
礎
日
額
の
百
分
の
六

十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
労
働
者
が
業
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ

十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
労
働
者
が
業
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ

る
療
養
の
た
め
所
定
労
働
時
間
の
う
ち
そ
の
一
部
分
に
つ
い
て
の
み
労
働
す
る
日

る
療
養
の
た
め
所
定
労
働
時
間
の
う
ち
そ
の
一
部
分
に
つ
い
て
の
み
労
働
す
る
日

若
し
く
は
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
休
暇
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
部
分
算
定
日
」

に
係
る
休
業
補
償
給
付
の
額
は
、
給
付
基
礎
日
額
（
第
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号

と
い
う
。
）
又
は
複
数
事
業
労
働
者
の
部
分
算
定
日
に
係
る
休
業
補
償
給
付
の
額

に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
最
高
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
給
付
基

は
、
給
付
基
礎
日
額
（
第
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
項

礎
日
額
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
規
定
の
適
用
が

に
お
い
て
「
最
高
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
給
付
基
礎
日
額
と
す
る
こ
と
と
さ
れ

な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
給
付
基
礎
日
額
）
か
ら
当
該
労
働
に
対
し
て
支

て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お

払
わ
れ
る
賃
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
控
除
し
て
得
た
額
が
最
高
限
度

け
る
給
付
基
礎
日
額
）
か
ら
部
分
算
定
日
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
額
を
控

額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
最
高
限
度
額
に
相
当
す
る
額
）
の
百
分
の
六
十

除
し
て
得
た
額
（
当
該
控
除
し
て
得
た
額
が
最
高
限
度
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

て
は
、
最
高
限
度
額
に
相
当
す
る
額
）
の
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
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②

（
略
）

②

（
略
）

第
二
節
の
二

複
数
業
務
要
因
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付

（
新
設
）

第
二
十
条
の
二

第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
複
数
業
務
要
因
災
害
に
関
す
る
保
険
給

（
新
設
）

付
は
、
次
に
掲
げ
る
保
険
給
付
と
す
る
。

一

複
数
事
業
労
働
者
療
養
給
付

二

複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付

三

複
数
事
業
労
働
者
障
害
給
付

四

複
数
事
業
労
働
者
遺
族
給
付

五

複
数
事
業
労
働
者
葬
祭
給
付

六

複
数
事
業
労
働
者
傷
病
年
金

七

複
数
事
業
労
働
者
介
護
給
付

第
二
十
条
の
三

複
数
事
業
労
働
者
療
養
給
付
は
、
複
数
事
業
労
働
者
が
そ
の
従
事

（
新
設
）

す
る
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
し
て
負
傷
し
、
又
は
疾
病
（
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
か
か
つ
た
場
合

に
、
当
該
複
数
事
業
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
い
て
行
う
。

②

第
十
三
条
の
規
定
は
、
複
数
事
業
労
働
者
療
養
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
条
の
四

複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
は
、
複
数
事
業
労
働
者
が
そ
の
従
事

（
新
設
）

す
る
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
す
る
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
療
養
の
た
め

労
働
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
賃
金
を
受
け
な
い
場
合
に
、
当
該
複
数
事
業
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労
働
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
い
て
行
う
。

②

第
十
四
条
及
び
第
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
労
働
者
が
業
務

上
の
」
と
あ
る
の
は
「
複
数
事
業
労
働
者
が
そ
の
従
事
す
る
二
以
上
の
事
業
の
業

務
を
要
因
と
す
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
規
定
す
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
政
令
で

定
め
る
率
の
う
ち
傷
病
補
償
年
金
に
つ
い
て
定
め
る
率
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定

す
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
政
令
で
定
め
る

率
の
う
ち
複
数
事
業
労
働
者
傷
病
年
金
に
つ
い
て
定
め
る
率
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
二
十
条
の
五

複
数
事
業
労
働
者
障
害
給
付
は
、
複
数
事
業
労
働
者
が
そ
の
従
事

（
新
設
）

す
る
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
し
て
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
治

つ
た
と
き
身
体
に
障
害
が
存
す
る
場
合
に
、
当
該
複
数
事
業
労
働
者
に
対
し
、
そ

の
請
求
に
基
づ
い
て
行
う
。

②

複
数
事
業
労
働
者
障
害
給
付
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
障
害
等
級
に
応
じ
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
又
は
複
数
事
業
労
働
者
障
害

一
時
金
と
す
る
。

③

第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
の
二
並
び
に
別
表
第
一
（
障
害
補
償
年
金
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
表
第
二
（
障
害
補
償
一
時
金
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
の
規
定
は
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
障
害
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
複
数
事
業
労
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働
者
障
害
年
金
」
と
、
「
障
害
補
償
一
時
金
」
と
あ
る
の
は
「
複
数
事
業
労
働
者

障
害
一
時
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
の
六

複
数
事
業
労
働
者
遺
族
給
付
は
、
複
数
事
業
労
働
者
が
そ
の
従
事

（
新
設
）

す
る
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
し
て
死
亡
し
た
場
合
に
、
当
該
複
数
事
業

労
働
者
の
遺
族
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
い
て
行
う
。

②

複
数
事
業
労
働
者
遺
族
給
付
は
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
又
は
複
数
事
業

労
働
者
遺
族
一
時
金
と
す
る
。

③

第
十
六
条
の
二
か
ら
第
十
六
条
の
九
ま
で
並
び
に
別
表
第
一
（
遺
族
補
償
年
金

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
表
第
二
（
遺
族
補
償
一
時
金
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
遺
族
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
複
数
事
業

労
働
者
遺
族
年
金
」
と
、
「
遺
族
補
償
一
時
金
」
と
あ
る
の
は
「
複
数
事
業
労
働

者
遺
族
一
時
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
の
七

複
数
事
業
労
働
者
葬
祭
給
付
は
、
複
数
事
業
労
働
者
が
そ
の
従
事

（
新
設
）

す
る
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
し
て
死
亡
し
た
場
合
に
、
葬
祭
を
行
う
者

に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
い
て
行
う
。

②

第
十
七
条
の
規
定
は
、
複
数
事
業
労
働
者
葬
祭
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
条
の
八

複
数
事
業
労
働
者
傷
病
年
金
は
、
複
数
事
業
労
働
者
が
そ
の
従
事

（
新
設
）

す
る
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
し
て
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場

合
に
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
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に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
、
又
は
同
日
後
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
に
、
そ
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る
間

、
当
該
複
数
事
業
労
働
者
に
対
し
て
支
給
す
る
。

一

当
該
負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
て
い
な
い
こ
と
。

二

当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
第
十
二
条
の
八
第
三
項
第
二
号

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
こ
と
。

②

第
十
八
条
、
第
十
八
条
の
二
及
び
別
表
第
一
（
傷
病
補
償
年
金
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
は
、
複
数
事
業
労
働
者
傷
病
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
第
二
項
中
「
休
業
補
償
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
複
数

事
業
労
働
者
休
業
給
付
」
と
、
同
表
中
「
傷
病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
複
数

事
業
労
働
者
傷
病
年
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
の
九

複
数
事
業
労
働
者
介
護
給
付
は
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
又

（
新
設
）

は
複
数
事
業
労
働
者
傷
病
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
複
数
事
業
労
働
者
が
、

そ
の
受
け
る
権
利
を
有
す
る
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
又
は
複
数
事
業
労
働
者

傷
病
年
金
の
支
給
事
由
と
な
る
障
害
で
あ
つ
て
第
十
二
条
の
八
第
四
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に

あ
り
、
か
つ
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
と
き
に
、
当
該
介
護
を
受
け

て
い
る
間
（
次
に
掲
げ
る
間
を
除
く
。
）
、
当
該
複
数
事
業
労
働
者
に
対
し
、
そ

の
請
求
に
基
づ
い
て
行
う
。

一

障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
間
（
生
活
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に

限
る
。
）

二

第
十
二
条
の
八
第
四
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
入
所
し
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て
い
る
間

三

病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
し
て
い
る
間

②

第
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
複
数
事
業
労
働
者
介
護
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
第
二
十
条
の
十

こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
複
数
業
務
要
因
災
害
に
関
す
る

（
新
設
）

保
険
給
付
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
二
十
一
条

第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
は
、
次
に

第
二
十
一
条

第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
は
、
次
に

掲
げ
る
保
険
給
付
と
す
る
。

掲
げ
る
保
険
給
付
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

第
二
十
二
条

療
養
給
付
は
、
労
働
者
が
通
勤
（
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
通
勤
を

第
二
十
二
条

療
養
給
付
は
、
労
働
者
が
通
勤
（
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
通
勤
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
負
傷
し
、
又
は
疾
病
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
負
傷
し
、
又
は
疾
病
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
か
か
つ
た
場
合
に
、
当
該
労

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
か
か
つ
た
場
合
に
、
当
該
労

働
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
い
て
行
う
。

働
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
い
て
行
な
う
。

②

（
略
）

②

（
略
）

第
二
十
九
条

政
府
は
、
こ
の
保
険
の
適
用
事
業
に
係
る
労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
に

第
二
十
九
条

政
府
は
、
こ
の
保
険
の
適
用
事
業
に
係
る
労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
に

つ
い
て
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
い
て
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

療
養
に
関
す
る
施
設
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
施
設
の
設
置
及

一

療
養
に
関
す
る
施
設
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
施
設
の
設
置
及

び
運
営
そ
の
他
業
務
災
害
、
複
数
業
務
要
因
災
害
及
び
通
勤
災
害
を
被
つ
た
労

び
運
営
そ
の
他
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
を
被
つ
た
労
働
者
（
次
号
に
お
い
て

働
者
（
次
号
に
お
い
て
「
被
災
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
な
社
会
復
帰
を

「
被
災
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
な
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
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促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

な
事
業

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

第
三
十
一
条

政
府
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
故
に
つ
い
て
保
険

第
三
十
一
条

政
府
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
故
に
つ
い
て
保
険

給
付
を
行
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
業
務
災
害

給
付
を
行
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
業
務
災
害

に
関
す
る
保
険
給
付
に
あ
つ
て
は
労
働
基
準
法
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
の
価
額

に
関
す
る
保
険
給
付
に
あ
つ
て
は
労
働
基
準
法
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
の
価
額

の
限
度
又
は
船
員
法
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
の
う
ち
労
働
基
準
法
の
規
定
に
よ

の
限
度
又
は
船
員
法
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
の
う
ち
労
働
基
準
法
の
規
定
に
よ

る
災
害
補
償
に
相
当
す
る
災
害
補
償
の
価
額
の
限
度
で
、
複
数
業
務
要
因
災
害
に

る
災
害
補
償
に
相
当
す
る
災
害
補
償
の
価
額
の
限
度
で
、
通
勤
災
害
に
関
す
る
保

関
す
る
保
険
給
付
に
あ
つ
て
は
複
数
業
務
要
因
災
害
を
業
務
災
害
と
み
な
し
た
場

険
給
付
に
あ
つ
て
は
通
勤
災
害
を
業
務
災
害
と
み
な
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
べ

合
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
業
務
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
に
相
当
す
る
同
法
の
規
定

き
業
務
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
に
相
当
す
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
の

に
よ
る
災
害
補
償
の
価
額
（
当
該
複
数
業
務
要
因
災
害
に
係
る
事
業
ご
と
に
算
定

価
額
の
限
度
で
、
そ
の
保
険
給
付
に
要
し
た
費
用
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は

し
た
額
に
限
る
。
）
の
限
度
で
、
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
に
あ
つ
て
は
通

一
部
を
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

勤
災
害
を
業
務
災
害
と
み
な
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
業
務
災
害
に
関
す
る

保
険
給
付
に
相
当
す
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
の
価
額
の
限
度
で
、
そ
の

保
険
給
付
に
要
し
た
費
用
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
事
業
主
か
ら
徴

収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

第
三
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

第
三
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
業
務
災
害
、
複
数
業
務
要
因

者
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
に

災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
し
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

関
し
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



- 51 -

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
の
地
域
の
う
ち
開
発
途
上
に
あ
る
地
域
に
対
す
る
技

六

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
の
地
域
の
う
ち
開
発
途
上
に
あ
る
地
域
に
対
す
る
技

術
協
力
の
実
施
の
事
業
（
事
業
の
期
間
が
予
定
さ
れ
る
事
業
を
除
く
。
）
を
行

術
協
力
の
実
施
の
事
業
（
事
業
の
期
間
が
予
定
さ
れ
る
事
業
を
除
く
。
）
を
行

う
団
体
が
、
当
該
団
体
の
業
務
の
実
施
の
た
め
、
当
該
開
発
途
上
に
あ
る
地
域

う
団
体
が
、
当
該
団
体
の
業
務
の
実
施
の
た
め
、
当
該
開
発
途
上
に
あ
る
地
域

（
業
務
災
害
、
複
数
業
務
要
因
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
護
制
度
の
状

（
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
護
制
度
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考

況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
国
の
地
域
を
除
く
。

慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
国
の
地
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る

）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
に
従
事
さ
せ
る
た
め
に
派
遣
す
る
者

事
業
に
従
事
さ
せ
る
た
め
に
派
遣
す
る
者

七

こ
の
法
律
の
施
行
地
内
に
お
い
て
事
業
（
事
業
の
期
間
が
予
定
さ
れ
る
事
業

七

こ
の
法
律
の
施
行
地
内
に
お
い
て
事
業
（
事
業
の
期
間
が
予
定
さ
れ
る
事
業

を
除
く
。
）
を
行
う
事
業
主
が
、
こ
の
法
律
の
施
行
地
外
の
地
域
（
業
務
災
害

を
除
く
。
）
を
行
う
事
業
主
が
、
こ
の
法
律
の
施
行
地
外
の
地
域
（
業
務
災
害

、
複
数
業
務
要
因
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
護
制
度
の
状
況
そ
の
他
の

及
び
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
護
制
度
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
厚
生

事
情
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
国
の
地
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て

労
働
省
令
で
定
め
る
国
の
地
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
に
従
事

行
わ
れ
る
事
業
に
従
事
さ
せ
る
た
め
に
派
遣
す
る
者
（
当
該
事
業
が
特
定
事
業

さ
せ
る
た
め
に
派
遣
す
る
者
（
当
該
事
業
が
特
定
事
業
に
該
当
し
な
い
と
き
は

に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
と
し
て
派
遣
す
る

、
当
該
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
と
し
て
派
遣
す
る
者
に
限
る
。
）

者
に
限
る
。
）

第
三
十
四
条

前
条
第
一
号
の
事
業
主
が
、
同
号
及
び
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を

第
三
十
四
条

前
条
第
一
号
の
事
業
主
が
、
同
号
及
び
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を

包
括
し
て
当
該
事
業
に
つ
い
て
成
立
す
る
保
険
関
係
に
基
づ
き
こ
の
保
険
に
よ
る

包
括
し
て
当
該
事
業
に
つ
い
て
成
立
す
る
保
険
関
係
に
基
づ
き
こ
の
保
険
に
よ
る

業
務
災
害
、
複
数
業
務
要
因
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
を
受
け
る

業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
す

こ
と
が
で
き
る
者
と
す
る
こ
と
に
つ
き
申
請
を
し
、
政
府
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き

る
こ
と
に
つ
き
申
請
を
し
、
政
府
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
章
第
一
節
か

は
、
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
及
び
第
三
章
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

ら
第
三
節
ま
で
及
び
第
三
章
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と

て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）
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第
三
十
五
条

第
三
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
団
体
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ

第
三
十
五
条

第
三
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
団
体
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ

る
者
の
団
体
が
、
当
該
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
び
そ

る
者
の
団
体
が
、
当
該
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
び
そ

の
者
に
係
る
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
者
又
は
当
該
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
同
条
第

の
者
に
係
る
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
者
又
は
当
該
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
同
条
第

五
号
に
掲
げ
る
者
の
業
務
災
害
、
複
数
業
務
要
因
災
害
及
び
通
勤
災
害
（
こ
れ
ら

五
号
に
掲
げ
る
者
の
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
（
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
、
住
居
と

の
者
の
う
ち
、
住
居
と
就
業
の
場
所
と
の
間
の
往
復
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
厚
生

就
業
の
場
所
と
の
間
の
往
復
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
業
務
災
害
及
び
複
数
業
務
要
因
災
害
に
限

に
あ
つ
て
は
、
業
務
災
害
に
限
る
。
）
に
関
し
て
こ
の
保
険
の
適
用
を
受
け
る
こ

る
。
）
に
関
し
て
こ
の
保
険
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
つ
き
申
請
を
し
、
政
府
の

と
に
つ
き
申
請
を
し
、
政
府
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
章
第
一
節
か
ら
第

承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
（
当
該
厚
生
労
働
省

三
節
ま
で
（
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
章
第
一
節
及
び

令
で
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
章
第
一
節
か
ら
第
二
節
の
二
ま
で
）
、
第
三
章

第
二
節
）
、
第
三
章
の
二
及
び
徴
収
法
第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
の
適
用

の
二
及
び
徴
収
法
第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に

に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

五

前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
第
三
十
三
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
者
に
係
る
業
務
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
の
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る

掲
げ
る
者
に
係
る
業
務
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
の
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
者
に
関
し
て
は
、
前
条
第
一
項
第
二

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
関
し
て
は
、
前
条
第
一
項

号
中
「
業
務
上
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
作
業
に
よ
り
」
と
、
「
当
該
事
業
」
と

第
二
号
中
「
業
務
上
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
作
業
に
よ
り
」
と
、
「
当
該
事
業

あ
る
の
は
「
当
該
作
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
作
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

②
～
⑤

（
略
）

②
～
⑤

（
略
）

第
三
十
六
条

第
三
十
三
条
第
六
号
の
団
体
又
は
同
条
第
七
号
の
事
業
主
が
、
同
条

第
三
十
六
条

第
三
十
三
条
第
六
号
の
団
体
又
は
同
条
第
七
号
の
事
業
主
が
、
同
条

第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
者
を
、
当
該
団
体
又
は
当
該
事
業
主
が
こ
の
法
律

第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
者
を
、
当
該
団
体
又
は
当
該
事
業
主
が
こ
の
法
律
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の
施
行
地
内
に
お
い
て
行
う
事
業
（
事
業
の
期
間
が
予
定
さ
れ
る
事
業
を
除
く
。

の
施
行
地
内
に
お
い
て
行
う
事
業
（
事
業
の
期
間
が
予
定
さ
れ
る
事
業
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
の
保
険
関
係
に
基
づ
き
こ
の
保
険
に
よ
る
業
務
災
害
、
複
数
業
務
要

）
に
つ
い
て
の
保
険
関
係
に
基
づ
き
こ
の
保
険
に
よ
る
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害

因
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
す
る

に
関
す
る
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
す
る
こ
と
に
つ
き
申
請
を
し

こ
と
に
つ
き
申
請
を
し
、
政
府
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
章
第
一
節
か
ら

、
政
府
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
及
び
第
三

第
三
節
ま
で
及
び
第
三
章
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

章
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

第
三
十
七
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の

第
三
十
七
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の

業
務
災
害
、
複
数
業
務
要
因
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生

業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
四
十
二
条

療
養
補
償
給
付
、
休
業
補
償
給
付
、
葬
祭
料
、
介
護
補
償
給
付
、
複

第
四
十
二
条

療
養
補
償
給
付
、
休
業
補
償
給
付
、
葬
祭
料
、
介
護
補
償
給
付
、
療

数
事
業
労
働
者
療
養
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
葬

養
給
付
、
休
業
給
付
、
葬
祭
給
付
、
介
護
給
付
及
び
二
次
健
康
診
断
等
給
付
を
受

祭
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
介
護
給
付
、
療
養
給
付
、
休
業
給
付
、
葬
祭
給
付
、

け
る
権
利
は
、
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
と

介
護
給
付
及
び
二
次
健
康
診
断
等
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
ら
を
行
使
す
る

き
、
障
害
補
償
給
付
、
遺
族
補
償
給
付
、
障
害
給
付
及
び
遺
族
給
付
を
受
け
る
権

こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
と
き
、
障
害
補
償
給
付
、
遺
族
補
償
給

利
は
、
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

付
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
給
付
、
障
害
給
付
及

時
効
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
。

び
遺
族
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
五

年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
。

②

第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
四
半
期
ご
と
の
平
均
給
与
額
又
は

（
新
設
）

第
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
年
度
の
平
均
給
与
額
が
修
正
さ
れ
た
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こ
と
に
よ
り
、
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は

第
十
六
条
の
六
第
二
項
（
第
二
十
条
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
の
四
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
又
は
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一

項
若
し
く
は
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率
を
厚
生
労
働
大
臣
が

、
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
府
が
算
定
す
る
額
を
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
変
更
し

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
に
伴
い
そ
の
額
が
再
び
算
定
さ
れ
た
保
険
給
付
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
保
険
給
付
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険

給
付
の
支
給
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三

十
五
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

第
四
十
七
条
の
二

行
政
庁
は
、
保
険
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

第
四
十
七
条
の
二

行
政
庁
は
、
保
険
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
保
険
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
遺
族
補
償
年
金
、
複
数
事

は
、
保
険
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族

業
労
働
者
遺
族
年
金
又
は
遺
族
年
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
者
を
含
む
。
）

年
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
者
を
含
む
。
）
に
対
し
、
そ
の
指
定
す
る
医
師

に
対
し
、
そ
の
指
定
す
る
医
師
の
診
断
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

の
診
断
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

第
四
十
九
条

行
政
庁
は
、
保
険
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

第
四
十
九
条

行
政
庁
は
、
保
険
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
保
険
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
よ

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
保
険
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
よ

う
と
す
る
者
（
遺
族
補
償
年
金
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
又
は
遺
族
年
金
の

う
と
す
る
者
（
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
年
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
者
を

額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
診
療
を
担
当
し
た
医
師
そ
の
他
の
者

含
む
。
）
の
診
療
を
担
当
し
た
医
師
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
行
つ
た
診
療

に
対
し
て
、
そ
の
行
つ
た
診
療
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
報
告
若
し
く
は
診
療

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
報
告
若
し
く
は
診
療
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件

録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
こ
れ
ら
の

の
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
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物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）

附

則

附

則

第
六
十
条
の
二

政
府
は
、
当
分
の
間
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
を
受
け
る
権

（
新
設
）

利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
複
数

事
業
労
働
者
障
害
年
金
の
額
（
当
該
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
の
う
ち
当
該
死

亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま

で
の
月
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
前
年
度
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
七
月
以
前
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
に

あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
十
六
条
の
六
第
二
項
の

規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
て
得
た
額
）
及
び
当
該
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
に

係
る
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
前
払
一
時
金
の
額
（
当
該
複
数
事
業
労
働
者
障

害
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の

七
月
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
同
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
算
定
の
方
法
に
準
じ

算
定
し
て
得
た
額
）
の
合
計
額
が
第
五
十
八
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当

該
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
死
亡
し
た
日
が
算
定
事
由
発
生
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
々

年
度
の
八
月
一
日
以
後
の
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
八
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定

の
例
に
よ
り
算
定
し
て
得
た
額
を
同
表
の
給
付
基
礎
日
額
と
し
た
場
合
に
得
ら
れ
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る
額
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
遺
族
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、

保
険
給
付
と
し
て
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
差

額
一
時
金
を
支
給
す
る
。

②

第
十
六
条
の
三
第
二
項
、
第
十
六
条
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十

八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
差
額
一
時
金

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
の
三
第
二
項
中
「
前
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
と
、
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「

同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
条
の
三

政
府
は
、
当
分
の
間
、
複
数
事
業
労
働
者
が
そ
の
従
事
す
る
二
以

（
新
設
）

上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
し
て
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
治
つ
た
と
き

身
体
に
障
害
が
存
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
障
害
に
関
し
て
は
、
複
数
事
業
労
働

者
障
害
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
保
険

給
付
と
し
て
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
る
。

②

複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
第
五
十
八
条
第
一
項
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、

第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

③

第
五
十
九
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
複
数
事
業
労
働
者
障

害
年
金
前
払
一
時
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項

及
び
第
六
項
中
「
障
害
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年

金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
条
の
四

政
府
は
、
当
分
の
間
、
複
数
事
業
労
働
者
が
そ
の
従
事
す
る
二
以

（
新
設
）
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上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
し
て
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
死
亡
に
関
し
て

は
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
に
対
し
、
そ
の

請
求
に
基
づ
き
、
保
険
給
付
と
し
て
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
前
払
一
時
金

を
支
給
す
る
。

②

複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
第
六
十
条
第
二
項
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

③

複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
二

十
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十
六
条
の
六
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
の
額
」

と
あ
る
の
は
、
「
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
の
額
及
び
複
数
事
業
労
働
者
遺
族

年
金
前
払
一
時
金
の
額
（
当
該
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給

す
べ
き
事
由
が
当
該
権
利
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
権
利
が
消
滅
し

た
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
月
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
前
年
度
）
の
七
月
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
次
項
の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年

金
の
額
の
算
定
の
方
法
に
準
じ
算
定
し
て
得
た
額
）
」
と
す
る
。

④

第
六
十
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族

年
金
前
払
一
時
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中

「
遺
族
補
償
年
金
は
」
と
あ
る
の
は
「
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
は
」
と
、
同

条
第
七
項
中
「
遺
族
補
償
年
金
の
」
と
あ
る
の
は
「
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金

の
」
と
、
「
当
該
遺
族
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
複
数
事
業
労
働
者
遺
族

年
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
六
十
四
条

労
働
者
又
は
そ
の
遺
族
が
障
害
補
償
年
金
若
し
く
は
遺
族
補
償
年
金

第
六
十
四
条

労
働
者
又
は
そ
の
遺
族
が
障
害
補
償
年
金
若
し
く
は
遺
族
補
償
年
金

、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
若
し
く
は
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
又
は
障
害

又
は
障
害
年
金
若
し
く
は
遺
族
年
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
年
金
給
付
」
と

年
金
若
し
く
は
遺
族
年
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
年
金
給
付
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）
を
受
け
る
べ
き
場
合
（
当
該
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と

を
受
け
る
べ
き
場
合
（
当
該
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た

と
な
つ
た
時
に
、
当
該
年
金
給
付
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
若
し
く
は

時
に
、
当
該
年
金
給
付
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
若
し
く
は
遺
族
補
償

遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
又
は
障
害
年
金
前
払
一
時
金
若
し
く
は
遺
族
年
金
前

年
金
前
払
一
時
金
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
前
払
一
時
金
若
し
く
は
複
数
事

払
一
時
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
払
一
時
金
給
付
」
と
い
う
。
）
を
請
求

業
労
働
者
遺
族
年
金
前
払
一
時
金
又
は
障
害
年
金
前
払
一
時
金
若
し
く
は
遺
族
年

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
、
当

金
前
払
一
時
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
払
一
時
金
給
付
」
と
い
う
。
）
を

該
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
主
又
は
使
用
し
て
い
た
事
業
主
か
ら
民
法
そ
の

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て

他
の
法
律
に
よ
る
損
害
賠
償
（
以
下
単
に
「
損
害
賠
償
」
と
い
い
、
当
該
年
金
給

、
当
該
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
主
又
は
使
用
し
て
い
た
事
業
主
か
ら
民
法

付
に
よ
つ
て
塡
補
さ
れ
る
損
害
を
塡
補
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
受
け
る
こ
と
が

そ
の
他
の
法
律
に
よ
る
損
害
賠
償
（
以
下
単
に
「
損
害
賠
償
」
と
い
い
、
当
該
年

で
き
る
と
き
は
、
当
該
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
に
定
め
る
と
こ

金
給
付
に
よ
つ
て
塡
補
さ
れ
る
損
害
を
塡
補
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
受
け
る
こ

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

②

労
働
者
又
は
そ
の
遺
族
が
、
当
該
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
主
又
は
使
用

②

労
働
者
又
は
そ
の
遺
族
が
、
当
該
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
主
又
は
使
用

し
て
い
た
事
業
主
か
ら
損
害
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
つ
て
、
保

し
て
い
た
事
業
主
か
ら
損
害
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
つ
て
、
保

険
給
付
を
受
け
る
べ
き
と
き
に
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
（
当
該
保

険
給
付
を
受
け
る
べ
き
と
き
に
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
（
当
該
保

険
給
付
に
よ
つ
て
塡
補
さ
れ
る
損
害
を
塡
補
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
受
け
た
と

険
給
付
に
よ
つ
て
て
ん
補
さ
れ
る
損
害
を
て
ん
補
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
受
け

き
は
、
政
府
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
議
を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

た
と
き
は
、
政
府
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
議
を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

に
よ
り
、
そ
の
価
額
の
限
度
で
、
保
険
給
付
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

基
準
に
よ
り
、
そ
の
価
額
の
限
度
で
、
保
険
給
付
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た

、
前
項
に
規
定
す
る
年
金
給
付
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
保

だ
し
、
前
項
に
規
定
す
る
年
金
給
付
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ

険
給
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



- 59 -

一

（
略
）

一

（
略
）

二

障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
及
び
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
場
合
に

二

障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
及
び
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
場
合
に

支
給
さ
れ
る
遺
族
補
償
一
時
金
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
差
額
一
時
金
及

支
給
さ
れ
る
遺
族
補
償
一
時
金
並
び
に
障
害
年
金
差
額
一
時
金
及
び
第
二
十
二

び
第
二
十
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
六
第

条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
二

一
項
第
二
号
の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
一
時
金
並
び
に
障

号
の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
遺
族
一
時
金

害
年
金
差
額
一
時
金
及
び
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
遺
族
一
時
金

三

（
略
）

三

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
の
三
、
第
十
八

別
表
第
一
（
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
の
三
、
第
十
八

条
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
条
の
五
、
第
二
十
条
の
六
、
第
二
十
条
の
八
、
第

条
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
三
条
関

二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
三
条
関
係
）

係
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
の
八
、
第
二
十
条
の
五
、
第

別
表
第
二
（
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
の
八
、
第
二
十
二
条
の
三
、

二
十
条
の
六
、
第
二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
関
係
）

第
二
十
二
条
の
四
関
係
）

（
略
）

（
略
）


